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オプションサービス
メールで広告

◆新規店舗なので自店のメール会員がいない。

◆効率よく、利用客を増やしたい。

こんな店舗様に朗報です！１．

２．効果を比べて下さい！
ターゲットを絞らず大量に配布するチラシとラブ

ホテルを利用し、より良いホテルを探している

確実な見込み客である『CIEL』ユーザーに送信

するメール、どちらが効果的ですか？

東海地方に在住のC I E L会員にメールで広告! !

C I E L会員メール利用

優良店様のみのサービスとなります。
※『CIEL』の審査によってお断りする場合がございます。
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￥
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リ
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ギ
ュ
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エ
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費
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,00
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税
別

月
額

利
用
者
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名

法
人
の
場
合
は
法
人
名

都
道
府
県

設
　
定

Ｉ
Ｄ
（
店
舗
Ｔ
Ｅ
Ｌ
）

PA
SS

表
示
す
る
屋
号

【
受
託
会
社
】
コ
ム
デ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
　
　
　
　
　
　
　
　
【
代
理
店
・
特
約
店
・
協
力
店
・
そ
の
他
】

  〒
48
6-
09
68
　
愛
知
県
春
日
井
市
味
美
町
3-
86
-1

  T
EL
　
05
68
-3
5-
31
80
　
FA
X
　
05
68
-3
5-
31
81

【
振
込
先
】
十
六
銀
行
　
勝
川
支
店
　
当
座
N
O
.11
69
84
6

Lo
gi
n登
録

担
当
者

登
録
ア
ン
ケ
ー
ト
２

０
　
　
０
　
－
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　

利
用
規
約

連
絡
用
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

（
　
　
　
　
　
　
）

担
当
者

（
役
職
　
　
　
　
　
）
様

担
当
者
携
帯
番
号

※
利
用
規
約
に
同
意
し
、
弊
社
に
本
サ
ー
ビ
ス
を
委
託
し
ま
す
。

請
求
書
送
付
先
FA
X

請
求
書
送
付
先

上
記
住
所
と
異
な
る
場
合

責
任
者

請
求
書
送
付
先
Ｔ
Ｅ
Ｌ

連
絡
用
FA
X

（
　
　
　
　
　
　
）

連
絡
用
Ｔ
Ｅ
Ｌ

登
録
ア
ン
ケ
ー
ト
３

ア
ン
ケ
ー
ト
の
注
意
事
項
：
初
期
設
定
で
基
本
ア
ン
ケ
ー
ト
の
名
前
･性
別
･生
年
月
日
、
下
記
の
登
録
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
回
答
を
必
須
と
し
て
設
定
い
た
し
ま
す
。

登
録
ア
ン
ケ
ー
ト
１

（
　
　
　
　
　
　
）

料
金

※
申
し
込
ま
れ
る
プ
ラ
ン
に

レ
点
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

￥
19
,80
0-
　
税
別

初
期
費
用

平
成

利
用
者
住
所

法
人
の
場
合
は
所
在
地

都
道
府
県

申
込
日

（
　
　
　
　
　
　
）

平
成

年
月

日

利
用
者
名
（
自
署
）

.

第
１
４
条
（
サ
ー
ビ
ス
料
の
種
別
）

サ
ー
ビ
ス
料
に
は
以
下
の
種
別
を
設
け
る
も
の
と
し
ま
す
。

イ
) 基
本
料
ロ
）
そ
の
他
有
料
サ
ー
ビ
ス
料
ハ
) 初
期
費
用

第
１
５
条
（
決
済
手
段
）
決
済
は
銀
行
振
込
又
は
口
座
振
替
と
し
ま
す
。
又
、
銀
行
振
込
の
際
、
振
込
手
数
料

は
利
用
者
が
負
担
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
そ
の
他
、
弊
社
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
支
払
う
も
の
と
し
ま
す
。

第
１
６
条
（
決
済
）

当
月
利
用
の
翌
月
払
い
と
し
ま
す
。
そ
の
他
、
弊
社
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
支
払
う
も
の

と
し
ま
す
。

第
１
７
条
（
料
金
支
払
い
遅
延
時
の
処
置
）
利
用
者
の
利
用
料
金
の
支
払
い
が
遅
延
し
た
場
合
、
弊
社
は
当
該

利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
ご
利
用
を
一
旦
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
１
８
条
（
禁
止
事
項
）
次
の
各
号
に
該
当
す
る
行
為
を
禁
止
し
ま
す
。

1)
他
の
利
用
者
の
登
録
情
報
及
び
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
を
不
正
に
使
用
す
る
行
為

2)
有
害
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
本
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
し
て
使
用
し
若
し
く
は
提
供
す
る
行
為

3)
 第
三
者
又
は
本
サ
ー
ビ
ス
に
損
害
を
与
え
、
又
は
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

4)
事
実
に
反
す
る
情
報
を
提
供
す
る
行
為

5)
本
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る
情
報
を
改
ざ
ん
す
る
行
為

6)
弊
社
の
承
認
な
く
、
本
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
又
は
関
連
し
て
営
利
を
目
的
と
す
る
行
動
を
行
う
行
為

7)
第
三
者
の
著
作
権
、
そ
の
他
の
知
的
財
産
権
を
侵
害
す
る
行
為
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

8)
他
の
利
用
者
や
第
三
者
を
誹
謗
又
は
中
傷
、
名
誉
を
傷
つ
け
る
行
為

9)
他
の
利
用
者
や
第
三
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
行
為

10
)公
序
良
俗
に
反
す
る
行
為

11
)本
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
を
妨
害
す
る
行
為
、
あ
る
い
は
妨
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

12
)諸
法
令
に
違
反
す
る
行
為
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

13
)そ
の
他
、
弊
社
が
不
適
切
と
判
断
す
る
行
為

第
１
９
条
（
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
中
止
・
中
断
）

1.弊
社
は
、
以
下
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
提

供
の
全
部
又
は
一
部
を
中
止
あ
る
い
は
中
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

1)
本
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
又
は
サ
ー
ビ
ス
用
設
備
の
保
守
作
業
を
定
期
的
に
又
は
緊
急

に
行
う
場
合

2)
火
災
、
停
電
、
戦
争
等
の
不
可
抗
力
に
よ
り
本
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合

3)
予
期
せ
ぬ
サ
ー
バ
ー
の
障
害
等
に
よ
り
、
サ
ー
バ
ー
が
停
止
し
た
場
合

4)
そ
の
他
弊
社
が
本
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
上
又
は
技
術
上
、
本
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
中
止
又
は
中
断
が
必
要
と
判
断
し

た
場
合

2.弊
社
は
、
本
条
第
１
項
に
基
づ
い
て
弊
社
が
行
っ
た
措
置
に
よ
り
、
利
用
者
又
は
第
三
者
に
生
じ
た
い
か
な
る

損
害
に
つ
い
て
も
理
由
を
問
わ
ず
一
切
の
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
｡

第
２
０
条
（
本
サ
ー
ビ
ス
の
廃
止
）

弊
社
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
そ
の
他
合
理
的
と
判
断
さ
れ
る
方
法
に
よ
っ
て
利

用
者
に
事
前
通
知
を
行
っ
た
上
で
、
本
サ
ー
ビ
ス
を
廃
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

第
２
１
条
（
著
作
権
等
）
利
用
者
は
、
事
前
に
弊
社
又
は
著
作
権
者
の
特
段
の
許
諾
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
原

則
と
し
て
、
本
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る
著
作
物
を
、
著
作
権
法
で
定
め
る
私
的
使
用
の
範
囲
内
で
の
み

利
用
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
２
２
条
（
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
）

弊
社
は
、
利
用
者
の
個
人
情
報
を
別
途
オ
ン
ラ
イ
ン
又
は
そ
の
他
の
方

法
に
て
掲
示
す
る
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
」
に
基
づ
き
、
適
切
に
取
り
扱
う
も
の
と
し
ま
す
。
又
、
弊
社
に

登
録
し
た
利
用
者
に
関
連
す
る
第
三
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
は
相
互
に
協
力
し
対
応
す
る
事
と
し
ま
す
。

第
２
３
条
（
免
責
）

1.弊
社
は
、
利
用
者
が
本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
通
じ
て
得
た
情
報
の
正
確
性
、
特
定
の
目

的
へ
の
適
合
性
等
に
つ
い
て
、
一
切
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
又
、
こ
れ
ら
の
情
報
等
に
起
因
し
て
生

じ
た
損
害
に
対
し
て
も
、
一
切
の
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

2.弊
社
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
利
用
者
と
第
三
者
と
の
物
品
売
買
等
の
取
引
に
関
す
る
債
務
の
履

行
、
瑕
疵
及
び
そ
の
他
取
引
に
関
し
て
生
じ
た
紛
争
に
つ
い
て
は
一
切
の
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

3.利
用
者
の
登
録
資
格
の
中
断
又
は
取
り
消
し
に
起
因
し
て
、
利
用
者
又
は
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、

弊
社
は
一
切
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

4.利
用
者
提
供
の
情
報
の
取
得
に
関
し
、
正
規
に
取
得
し
た
も
の
と
見
做
し
、
そ
の
取
得
方
法
に
関
し
、
弊
社
は

一
切
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

第
２
４
条
（
損
害
賠
償
）
利
用
者
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
お
い
て
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
弊
社
に
損
害
を

与
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
２
５
条
（
協
議
事
項
そ
の
他
）

本
規
約
に
定
め
の
な
い
事
項
や
疑
義
が
発
生
す
る
場
合
に
は
、
弊
社
と
利
用

者
は
十
分
に
話
し
合
い
、
友
好
的
な
解
決
に
向
け
て
努
力
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
２
６
条
（
専
属
的
合
意
管
轄
管
轄
裁
判
所
）

利
用
者
と
弊
社
の
間
に
訴
訟
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、
名
古

屋
地
方
裁
判
所
を
利
用
者
と
弊
社
の
第
一
審
の
専
属
的
合
意
管
轄
裁
判
所
と
し
ま
す
。

第
２
７
条
（
準
拠
法
）

本
規
約
に
関
す
る
準
拠
法
は
、
日
本
法
と
し
ま
す
。

第
１
条
（
目
的
）

こ
の
利
用
規
約
（
以
下
「
本
規
約
」
）
は
、
コ
ム
デ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
（
以
下
「
弊
社
」
）

が
提
供
す
る
『
シ
エ
ル
』
内
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
レ
ギ
ュ
ラ
ー
プ
ラ
ン
に
お
け
る
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
（
以
下

「
本
サ
ー
ビ
ス
」
）
に
関
し
て
、
登
録
利
用
者
（
以
下
「
利
用
者
」
）
の
登
録
条
件
及
び
利
用
条
件
を
規
定
し
た

も
の
で
す
。

第
２
条
（
適
用
範
囲
）

本
規
約
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
し
、
弊
社
、
ホ
テ
ル
及
び
利
用
者
に
適
用
さ
れ

る
も
の
と
し
ま
す
。
弊
社
が
本
規
約
本
文
の
他
に
オ
ン
ラ
イ
ン
あ
る
い
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
随
時
提
示
す
る

料
金
規
定
及
び
各
サ
ー
ビ
ス
の
「
ご
案
内
」
又
は
「
ご
利
用
上
の
注
意
」
等
で
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
上
の
利
用
条

件
等
の
告
知
も
、
名
目
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
規
約
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
３
条
（
変
更
）

弊
社
は
、
利
用
者
の
承
諾
を
得
る
こ
と
な
く
、
本
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
他

の
方
法
で
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
規
約
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
４
条
（
利
用
者
）
1.利
用
者
と
は
、
弊
社
の
定
め
る
手
続
き
に
よ
り
利
用
登
録
を
申
し
込
み
、
か
つ
弊
社
が

そ
れ
を
承
諾
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
契
約
を
締
結
し
た
者
を
い
い
ま
す
。

2.本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
は
、
次
の
各
号
に
同
意
の
上
、
利
用
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

1)
本
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
及
び
利
用
に
必
要
な
す
べ
て
の
設
備
を
持
ち
、
第
三
者
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー

へ
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
で
あ
る
こ
と

2)
本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
対
し
て
、
弊
社
が
別
途
定
め
る
料
金
の
支
払
い
に
応
じ
る
こ
と

3)
本
規
約
の
す
べ
て
の
条
項
に
同
意
す
る
こ
と

4)
契
約
者
が
満
２
０
歳
未
満
の
場
合
、
法
定
代
理
人
の
同
意
が
あ
る
こ
と

5)
弊
社
が
提
供
す
る
利
用
者
へ
の
宣
伝
目
的
の
情
報
や
製
品
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
取
る
こ
と

第
５
条
（
利
用
登
録
の
申
し
込
み
）

弊
社
が
定
め
る
本
申
込
書
の
提
出
を
し
、
弊
社
が
受
理
す
る
こ
と
に
よ
り

申
し
込
み
と
し
ま
す
。
利
用
登
録
を
申
し
込
む
者
（
以
下
「
申
込
者
」
）
か
ら
弊
社
へ
提
供
さ
れ
る
情
報
が
不
正

確
で
あ
る
場
合
、
弊
社
は
申
込
者
の
登
録
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
６
条
（
登
録
申
込
の
承
諾
）
1.第
５
条
に
よ
り
本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
登
録
申
込
が
あ
っ
た
場
合
、
弊
社
は
申

込
者
が
本
規
約
に
同
意
す
る
も
の
と
受
け
止
め
、
登
録
資
格
の
審
査
を
行
い
ま
す
。

2. 
申
込
者
が
次
に
掲
げ
る
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
弊
社
が
判
断
し
た
時
は
利
用
登
録
を
承
諾
し
な
い
こ

と
に
同
意
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

1)
利
用
登
録
申
込
の
際
の
申
告
事
項
に
、
虚
偽
の
記
載
、
誤
記
、
又
は
記
入
漏
れ
が
あ
っ
た
場
合

2)
そ
の
他
、
弊
社
が
登
録
申
込
者
の
本
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
適
当
で
な
い
と
判
断
し
た
場
合

3.本
条
第
１
項
の
審
査
の
結
果
、
弊
社
が
本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
承
諾
し
た
者
に
は
、
弊
社
よ
り
登
録
完
了
を
通

知
す
る
と
と
も
に
、
利
用
者
ご
と
に
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
発
行
し
、
加
え
て
レ
ギ
ュ
ラ
ー
プ
ラ
ン
利
用
者
に
は
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
を
発
行
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

4.本
条
第
１
項
の
審
査
の
結
果
、
弊
社
が
本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
承
諾
し
な
い
者
に
は
、
弊
社
よ
り
そ
の
旨
を
通

知
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
７
条
（
利
用
契
約
の
成
立
）
本
申
込
書
の
提
出
を
以
っ
て
、
弊
社
が
こ
れ
を
承
諾
し
た
時
に
契
約
の
成
立
し

ま
す
。

第
８
条
（
解
約
、
登
録
資
格
の
中
断
又
は
取
り
消
し
）

1.利
用
者
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約
を
解
約
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
弊
社
が
別
途
定
め
る
様
式
の
書
面
の
提
出
に
よ
り
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し

ま
す
。

2.弊
社
は
、
第
７
条
に
基
づ
い
て
利
用
契
約
が
成
立
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
利
用
者
が
次
に
掲
げ
る
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
弊
社
が
判
断
し
た
と
き
は
、
弊
社
は
直
ち
に
利
用
者
の
利
用
登
録
を
取
り
消
し
、
利
用
者
と

の
利
用
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

1)
第
１
８
条
（
禁
止
事
項
）
に
該
当
す
る
と
弊
社
が
判
断
し
た
場
合

2)
虚
偽
の
内
容
に
基
づ
い
て
利
用
登
録
の
申
込
を
行
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

3)
サ
ー
ビ
ス
料
支
払
い
の
遅
延
又
は
不
履
行
が
あ
っ
た
場
合

4)
そ
の
他
、
本
規
約
に
違
反
し
た
場
合

5)
そ
の
他
、
弊
社
が
利
用
の
継
続
を
適
当
で
な
い
と
判
断
し
た
場
合

3.本
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
、
弊
社
は
既
に
支
払
わ
れ
た
料
金
を
一
切
返
却
し
な
い
も

の
と
し
ま
す
。
な
お
、
本
契
約
を
解
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
利
用
者
は
、
解
約
の
日
ま
で
に
発
生
し
た
料
金
、

そ
の
他
本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
連
し
て
支
払
う
べ
き
全
て
の
金
員
を
、
直
ち
に
弊
社
に
支
払
う
も
の
と
し
ま
す
。

4.レ
ギ
ュ
ラ
ー
プ
ラ
ン
に
お
け
る
メ
ー
ル
配
信
シ
ス
テ
ム
の
会
員
は
、
弊
社
と
の
利
用
契
約
に
あ
り
、
会
員
情
報

は
公
開
、
譲
渡
は
行
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

第
９
条
（
登
録
情
報
変
更
の
届
出
）

1.利
用
者
は
、
弊
社
へ
の
届
出
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
弊
社
が

別
途
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
速
や
か
に
届
出
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

2.本
条
第
１
項
の
届
出
が
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
利
用
者
又
は
第
三
者
が
被
る
損
害
に
対
し
て
、
理
由
の
如

何
に
か
か
わ
ら
ず
弊
社
は
一
切
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

第
１
０
条
（
権
利
の
譲
渡
禁
止
）

利
用
者
は
、
本
契
約
に
基
づ
く
権
利
又
は
義
務
の
一
切
に
つ
い
て
、
第
三
者

に
譲
渡
し
、
引
き
受
け
さ
せ
、
又
は
担
保
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
１
１
条
（
本
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
）

1.本
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
、
そ
の
時
点
で
合
理
的
に
提
供
可
能
な
も
の
と

し
ま
す
。

2.本
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
区
域
は
、
日
本
国
内
に
限
り
ま
す
。

3.本
サ
ー
ビ
ス
の
最
低
利
用
期
間
は
１
年
と
し
ま
す
。

第
１
２
条
（
サ
ー
ビ
ス
利
用
上
の
制
約
）

利
用
者
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
登
録
の
経
路
・
手
段
等
に
よ
っ
て

は
、
特
定
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
な
い
等
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
を
了
承
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

第
１
３
条
（
サ
ー
ビ
ス
料
の
算
定
）

1.本
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
料
金
（
以
下
「
サ
ー
ビ
ス
料
」
）
の
算
定
方
式

は
、
弊
社
が
別
途
定
め
る
と
お
り
と
し
ま
す
。

2.サ
ー
ビ
ス
料
は
１
ケ
間
を
単
位
に
算
定
し
ま
す
。

3.弊
社
は
利
用
者
の
承
諾
な
く
、
本
条
第
１
項
に
よ
り
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
料
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
ま
す
。
そ
の
場
合
、
弊
社
は
そ
の
旨
に
つ
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
を
通
じ
て
掲
示
す
る
か
、
又
は
弊
社
が
適
当
と
判

断
す
る
そ
の
他
の
方
法
で
、
適
宜
利
用
者
に
告
知
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

4.本
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
通
信
機
器
等
の
設
備
費
用
、
及
び
本
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
に

伴
っ
て
発
生
す
る
電
話
料
金
等
は
、
利
用
者
が
こ
れ
を
負
担
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

5.弊
社
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
中
断
し
た
こ
と
を
理
由
に
サ
ー
ビ
ス
料
の
減
額
、
返
金
は
一
切
行
わ
な
い
も

の
と
し
ま
す
。
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